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 ■健康相談
▶対　象＝希望者
▶受付時間＝10:00～11:00
▶持参品＝健康手帳・母子健康手帳・バスタオル

場　　　　所
天草中央保健福祉センター、いさな館（御所
浦支所の２階）、天草西保健福祉センター

牛深支所、有明保健センター

天草中央保健福祉センター、天草東保健福
祉センター、天草支所

牛深支所

日

１㊊

８㊊

15㊊

22㊊

□申…申し込み先　□郵…郵送先　□Ｆ…FAX　□Ｍ…メールアドレス　□Ｈ…ホームページ　※申請書などは□申に備え付け。

□問天草中央保健福祉センター（亀場町）☎㉔0620・㉔3737
　天草東保健福祉センター　（栖本町）☎663355
　天草西保健福祉センター　（河浦町）☎753301健康ごよみ

※参加を希望する人は２月19日㊎までに、電話で天
草中央保健福祉センターへ申し込んでください。

26
㊎

場　所
天草中央保健
福祉センター

内　　容

•子育てのお話、離乳食のお話

日

 ■５カ月児育児学級
▶対　象＝平成27年９月生まれの子どもと保護者
▶時　間＝9：45～11：30
▶持参品＝母子健康手帳・３～４カ月健診で配布した離
乳食のパンフレット・バスタオル

 ■１歳６カ月児健診
▶対　象＝平成26年７月生まれ
▶持参品＝問診票・母子健康手帳・バスタオル
日
４
㊍

16
㊋

対  象  地  区
牛深、天草（高浜・
大江）、河浦
本渡（志柿・瀬戸・
下浦を除く）、新
和、五和、天草（高
浜・大江を除く）

受付時間

12：45～13：15

12：30～12：50

場　　所
天草西保健福
祉センター

天草中央保健
福祉センター

※牛深・天草（高浜・大江）・河浦地区は平成26年６～７
月生まれが対象です。

※本渡（志柿・瀬戸・下浦）・有明・御所浦・倉岳・栖本地区
の平成26年７～８月生まれは、３月に実施予定です。

 ■３・４カ月児健診
▶対　象＝平成27年10月生まれ
▶持参品＝問診票・母子健康手帳・バスタオル

 ■７・８カ月児健診
▶対　象＝平成27年６月生まれ
▶持参品＝問診票・母子健康手帳・バスタオル

日

９
㊋

17
㊌

18
㊍

23
㊋

対  象  地  区
本渡（志柿・瀬戸・
下浦を除く）、新
和、五和、天草
本渡（志柿・瀬戸・
下浦）、有明、御所
浦、倉岳、栖本
牛深（向辺田を含
む）、河浦
本渡（志柿・瀬戸・
下浦を除く）、新
和、五和、天草

受付時間

12：30～12：45

12：45～13：00

13：00～13：15

12：30～12：45

場　　所

天草中央保健
福祉センター

天草東保健福
祉センター

牛深支所

天草中央保健
福祉センター

日

12
㊎

17
㊌
18
㊍

対  象  地  区
本渡（志柿・瀬戸・
下浦を除く）、新
和、五和、天草
本渡（志柿・瀬戸・
下浦）、有明、御所
浦、倉岳、栖本
牛深（向辺田を含
む）、河浦

受付時間

12：30～12：50

13：00～13：15

13：15～13：30

場　　所

天草中央保健
福祉センター

天草東保健福
祉センター

牛深支所

 ■５歳児健診
▶対　象＝健診日の２週間前に個別にお知らせします。
▶持参品＝問診票（未就園児のみ）・母子健康手帳・
水筒

日

４
㊍

９
㊋

18
㊍

25
㊍

対  象  地  区
本渡（志柿・瀬戸・下浦
を除く）、新和、五和、天
草（高浜・大江を除く）
本渡（志柿・瀬戸・
下浦）、有明、御所
浦、倉岳、栖本
本渡（志柿・瀬戸・下浦
を除く）、新和、五和、天
草（高浜・大江を除く）
牛深、天草（高浜・
大江）、河浦

受付時間

12：30～13：15

12：45～13：15

12：30～13：15

12：45～13：15

場　　所

天草中央保健
福祉センター

天草東保健福
祉センター

天草中央保健
福祉センター

天草西保健福
祉センター

 ■３歳児健診
▶対　象＝平成25年１月生まれ
▶持参品＝問診票・母子健康手帳・バスタオル・尿

日

10
㊌

25
㊍

対  象  地  区
本渡（志柿・瀬戸・
下浦）、有明、御所
浦、倉岳、栖本
本渡（志柿・瀬戸・
下浦を除く）、新
和、五和、天草（高
浜・大江を除く）

受付時間

12：45～13：00

12：30～12：50

場　　所

天草東保健福
祉センター

天草中央保健
福祉センター

※本渡（志柿・瀬戸・下浦）・有明・御所浦・倉岳・
栖本地区は、平成24年12月～同25年１月生まれ
が対象です。

※牛深・天草（高浜・大江）・河浦地区の平成25年１～
２月生まれは、３月に実施予定です。

※月によっては、翌月の健診対象になること
もあります。通知でご確認ください。
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※１…最初の新規検査から13年を経過したガソ
リン燃料の車両。平成28年度は同14年12月ま
でに最初の新規検査を受けた車両が対象。
※２…以下の要件に該当する平成27年４月１日
から同28年３月31日までに最初の新規検査を
受けた車両。ただし、平成28年度分に限り適用
されます。
●75％軽減…電気自動車、天然ガス自動車（平

成21年排出ガス10％低減）。
●50％軽減…平成17年排出ガス基準75％低
減達成で〔乗用〕同32年度燃費基準＋20％
達成車〔貨物用〕同27年度燃費基準＋35％
達成車。

●25％軽減…平成17年排出ガス基準75％低
減達成で〔乗用〕同32年度燃費基準達成車
〔貨物用〕同27年度燃費基準＋15％達成車。

平成28年度から軽自動車税の税額が改正されます

□問本庁・課税課

原動機付自転車・軽二輪車・二輪小型自動車

原動機付自転車

軽二輪車（125cc超～ 250cc以下）
二輪小型自動車（250cc超）

50cc以下
50cc超～ 90cc以下
90cc超～ 125cc以下
ミニカー

1,000円
1,200円
1,600円
2,500円
2,400円
4,000円

2,000円

2,400円
3,700円
3,600円
6,000円

車　種　区　分 平成27年度まで 平成28年度から

12,900円
8,200円
6,000円
4,500円

10,800円
6,900円
5,000円
3,800円

2,700円
1,800円
1,300円
1,000円

5,400円
3,500円
2,500円
1,900円

8,100円
5,200円
3,800円
2,900円

7,200円
5,500円
4,000円
3,000円

7,200円
5,500円
4,000円
3,000円

車種区分 平成27年度
まで

平成28年度から
平成27年３月31日以前に
最初の新規検査を受けた車両

平成27年４月１日以降に
最初の新規検査を受けた車両

重課税額
（※1）

軽課税額（※2）
75%軽減 25%軽減50%軽減

乗 

用
貨
物
用

四輪軽自動車（660cc以下）

自家用
営業用
自家用
営業用

※小型特殊自動
車の税額改正
はありません。

　地方税法の一部改正に伴い、平成28年度から軽自動車税の税額を下記のとおり一部改正します。


